
（単位：千円）

平成２８年度予算一覧表

平成28年度の一般会計予算額は、前年度当初予算額と比較して２億３,247万７千円（４. ３％）

の増額となる56億９,093万円となっています。前年度より増となったのは、臨時福祉給付金事業や、

ふるさとまちづくり寄附金に係るもの、地方債の償還元金の増等が主な要因となっています。

今年度の主な事業としましては、前年度から継続して行っている旧庁舎跡地への観光レクリエーショ

ン施設整備工事を始め、湯浅町制施行120周年記念事業や、町民の皆様の安心安全を守るための事業

として、家具固定器具設置業務、非常用飲料水変換供給機械設置工事、道路・側溝改修工事やため池改

修工事などを行います。

また、子育て関連事業では、多子世帯の負担軽減として第３子以降の保育料無償化を、また小学校で

の不適応を少なくするための５歳児健診を実施し、教育関連事業では、小・中学校での学力テストの実

施を引き続き行い、きめ細やかな施策・指導を実施していきます。

昨年度に引き続き、地方創生として、各地域で住みよい環境を確保し、将来にわたって活力ある日本

社会を維持していくために国を挙げての取り組みが進められています。湯浅町におきましても、町民の

みなさまにとってより住みやすく、安心安全なまちづくりを着実に進めていくとともに、将来を見据え

た行財政運営を目指していきます。

みなさまのご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

一般会計概要

会　　計　　名 予算額

普
通
会
計

一般会計 5,690,930
同和対策住宅新築資金等特別会計 303,328
（会計間のやりとり） ▲ 12,521
普通会計の計　Ａ 5,981,737

公
営
事
業
会
計

国民健康保険事業特別会計 2,300,932
介護保険事業特別会計 1,339,974
後期高齢者医療特別会計 309,012

公
営
企
業
会
計

農業集落排水事業特別会計 43,055
駐車場事業特別会計 159,683

水道事業会計
収益的収支 296,085
資本的収支 101,043

公営事業会計の計　Ｂ 4,549,784
合計（Ａ＋Ｂ） 10,531,521
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普通会計
歳出総額

59億
8,174万円

普通会計
歳出総額

59億
8,174万円

国庫支出金
6億 3,077 万円
（10.5％）

地方譲与税・交付金等
3億 2,445 万円（5.4％）

使用料及び手数料
1億 930万円（1.8％）

分担金及び負担金
9,115万円（1.5％）

町税
11億 407万円
（18.5％）

民生費
20億 9,937 万円
（35.1％）

教育費
5億 997万円
（8.6％）

人件費
9億 3,917 万円
（15.7％）

物件費
10億 1,431 万円
（17.0％）

補助費等
10億 6,752 万円
（17.9％）

繰出金
5億 9,981 円
（10％）

衛生費
7億 8,380 万円
（13.1％）

総務費
6億 9,670 万円
（11.6％）

農林水産業費
1億 7,934 万円
（3.0％）

商工費1億 484万円（1.8％）
議会費6,587万円（1.1％）

その他
3億 1,825 万円
（5.3％）

依存財源
41億 5,963 万円
（69.5％）

自主財源
18億 2,206 万円
（30.5％）

公債費
5億 8,792 万円
（9.8％）

公債費
5億 8,792 万円
（9.8％）

扶助費
9億 9,588 万円
（16.6％）

普通建設事業費
3億 9,979 万円（6.7％）

県支出金
5億 3,418 万円
（8.9％）

町債
4億 412万円
（6.8％）

その他
5億 1,754 万円
（8.7％）

地方交付税
22億 6,616 万円
（37.9％）

その他
3億 7,734 万円
（6.3％）

性質別グラフ 目的別グラフ

土木費3億 6,167 万円（6.0％）

消防費2億 7,401 万円（4.6％）

普通会計
歳入総額

59億
8,174万円

金

）

○地方交付税
福祉、教育、道路などの町の標準的な仕事を行う上で、町
税では不足する場合に、その不足分を国が集めた税金の中
から交付されたお金です。
○町税
町民の皆様が納めたお金です。
○国庫支出金・県支出金
特定の事業を行うために、国や県から交付されたお金です。
○町債
特定の事業を行う財源として、国や金融機関より借り入れ
たお金です。
○地方譲与税・交付金等
便宜上国が徴収した税金から譲与・交付されたお金です。
○公債費
特定の事業を行う財源として、国や金融機関より借り入れ
た町債の返済に係るお金です。（いわゆるローンの返済で
す。）

○補助費等
一部事務組合への負担金や各種団体への補助金等に係るお
金です。
○扶助費
法律等に基づき、社会保障制度の一環として支出されるお
金です。
○自主財源
町が自らの手で徴収または収納できる財源（町税、使用料等）
のことです。

○依存財源
国または県がかかわる財源（地方交付税、国・県支出金、
町債等）のことです。

用　　語　　説　　明

※自主財源のその他は、寄付金、財産収入、繰越金、諸
収入（交付金をのぞく）の計。
※地方譲与税・交付金等は、地方譲与税、地方消費税交
付金、利子割交付金、配当割交付金、株式譲渡所得割
交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、交通
安全対策交付金、宝くじ市町村交付金の計。

※その他は、維持補修費、予備費、前年度繰上充用金、
積立金、投資及び出資・貸付金災害復旧費の計。

※その他は、前年度繰上充用金災害復旧事業費、予備費の計。
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